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小学生の工場見学受入ガイド 
～機械・金属系製造業向け～ 

 

 

 

 

 

 

知る 
◆大人が毎日の生活の中でどのような仕事や役割を担っているか 

◆自分の周りの社会がどのように成り立っているか 

分かる 
◆目標に向かって努力することの大切さ 

◆働くことや夢を持つことの大切さ 

育む 
◆地元の産業で働く人に対する夢や希望、憧れ 

◆ふるさと長崎への想い 
 

 

 

 

 

 

機械・金属系製造業者が考える小学生の工場見学受入のハードル（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 12 月 20 日放送 イブニング長崎（NHK 長崎放送局）の一場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生が工場見学 

すると 

職場（工場）見学という実体験が、こどもの成長に大きく貢献します 

工場内は危険 ！！ 
忙しくて工場見学を受け

入れる余裕がない 
採用に結び付かない 

だから 

でも 

小学生の工場見学を受け入れることで、地域貢献に積極的な 
企業として、大きくイメージアップできます。 
 機械・金属系製造業への憧れを抱かせて、採用や定着率の向上にもつながる可能性があります 

小学 5 年生の時に株式会社富士

商工（佐世保市）の工場を見学し

た方が、その影響で製造業に就職

したいと考えて工業高校に進学し

ました。また、同社への就職を志

望して採用され、平成 29 年 4

月から働いています。 
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説明項目（例）◆企業の概要 
       ◆工場で働いている人の数や職種 
       ◆主要な製品とその生産工程 
       ◆安全への配慮（安全第一、５Ｓなど） 
       ◆品質管理体制 
       ◆環境や近隣への配慮 
       ◆企業や産業で働くことの魅力 
 
 
 
 
 

工場見学の流れ（75 分の見学例） 

★製造している製品がどのように使われているか伝えましょう。 
★資料やスライドを使って説明すると伝わりやすくなります。 
★企業や産業で働くことの魅力については、日頃の熱い気持ちを伝えると、児童
の印象に残ります。 

１．概要説明（20 分）【実施場所：会議室など】 

 
       ◆概要説明に対する質疑応答 
 
 
 
 
 

★会議室と工場間での移動時間を要するケースを想定して、2 番目の実施として
いますが、移動時間があまり必要ない場合には、工場見学の後に行うと、より
効果的です。 

２．質疑応答（10 分）【実施場所：会議室など】 

 
見学（例）  ◆完成した製品 
       ◆製作中の部品がどのように使われるか 
       ◆大型の機械（用途の説明含む） 
       ◆工場での作業風景 
       ◆現場での安全確認方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★児童からの質問があればその場で答えましょう。 
★説明者の他に、児童の安全確保要員を配置すると、安心です。 
★児童に立入可能な区域以外には入らないように伝えましょう。 
★立ち入らせる場所によっては、ヘルメットを準備しましょう。 
★工場内に安全に見学できるスペースがない場合には、工場の入口から遠巻き
に見学してもらうことも検討しましょう。 

★作業の音で説明が聞き取りづらい場合には、拡声器などを使うと伝わりやす
くなります。 

３．工場見学（40 分）【実施場所：工場】 

 
       ◆児童に対するメッセージ 
       ◆児童の感想、お礼の言葉 
 
 
 
 
 

★児童に対するメッセージでは、仕事に対する熱い気持ちを伝えましょう！ 
★一緒に集合写真を撮影することで、児童の記憶に残る可能性が高まります。 
★学校側の都合もありますので、時間内に終わりましょう。 

４．まとめ（5 分）【実施場所：会議室、屋外の安全な場所など】 
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平成 29 年 12 月 20 日に、長崎県主催で、長崎市立晴海台小学校の 5 年生による福

岡造船株式会社長崎工場（長崎市）の見学を実施しました。 

テレビや新聞も取材に来るなど、高い注目を集めました。 

 

当日のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

＜見学した児童の声＞ 
★船１隻を１年もかかって作っていることがすごいと思った。 
★とても大きなパーツや機械がたくさんあってすごいと思った。 
★テレビ・新聞・教科書で見るよりもでかくてすごかったし、

機械やクレーンも思ったよりでかくてすごかった。 
★思ったより多くの人が働いていた。 
★造ることよりも安全ということが大切と言っていて、すごいなと思った。 
★セメント運搬船やバルクキャリアなど様々な船のことを教えていただいて勉強になった。 
★造船所の事を細かく教えてくれ、普段見られないところも見せてくれた。 
★船を造る人みたいに頑張りたいと思った。 

＜見学を受け入れた企業の声＞ 
★造船業に興味を持ってもらって、将来、造船業で働くことにつながると良いと考えている。 

 

 

 

 
 

長崎県では、今後、小学校の工場見学に協力いただける企業のリストを整備して、小学

校にお知らせしていきます。 

このリストは、児童の成長を積極的に支えていこうとしている企業のリストとして公開

するように予定しております。 

数多くの企業に登録いただけると、小学校が見学先として選択可能な工場が増えてい

き、地域の産業に憧れを持つこどもが増えることにつながりますので、ぜひ積極的なご

登録をお願いいたします。 

工場の見学事例 

概要説明・質疑応答（30 分） 移動準備（5 分） 工場見学（20 分） 

ヘルメット装着など 

工場見学受入可能リストへの登録（お願い） 

リスト登録書
を県へ提出 

県が小学校へ
リスト送付 

小学校が職場
見学先を検討 

小学校が企業へ
見学実施を依頼 

企業が見学
受入を受諾 

工場見学の
内容を調整 

工場見学の
実施 

リスト登録から工場見学までの流れ 

まとめ（5 分） 

平成 29 年 12 月 23 日 長崎新聞 
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人 材 育 成 を
行い、組織や
経 営 面 で 働
きかける。 

 
    

 業務推進の中心となり、

高い業務成果を出す。 

  

 

 

 工夫を加えながら専門性 

を高め、後輩の指導を行う。 

    社会人基礎力や担当業務 

遂行に必要な知識や技能 

を習得する。 

   社会人基礎力や柔軟な専門 

性と創造性を育てる。 

  社会・職業の現実的理解と自分の 

キャリアプランを設計する。 

 生き方や進路に関する 

現実的な探索を行う。 

身近な大人と社会について 

学ぶ。 

 小学生 中学生 高校生 大学生等 新入社員 中堅社員 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 管理監督者 

 学校段階 社会人段階 

 

 学校と産業界が連携した取り組みの事例 企業が実施すべき階層に応じた人材育成例 

 小学生 中学生 高校生 大学生等 新入社員 中堅社員 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 管理監督者 

 ◆職場見学 

◆ 実 務 者 講

師の講話 

◆ も の づ く

りや生産作

業等の体験

的な学習 

◆職場体験 

◆実務者講師

の講話 

◆インターン

シップ 

◆実務者講師

の講話・講座 

◆企業訪問・

見学会 

◆企業説明会 

◆ OBOG に

よる体験談 

◆授業と職場

実習を合わ

せて実施 

◆インターン
シップ（長
期含む） 

◆実務者講師
の講話・講
座 

◆企業訪問・
見学会 

◆企業説明会 

◆ OBOG に
よる体験談 

◆企業との共
同研究 

実施すべきＯＪＴ（業務遂行課程における研修） 

新 入 社 員 の
OJT 担当に
先輩職員を配
置する。 

計 画 的 に 業
務付与し、上
司 が し っ か
り見守る。 

様 々 な 業 務
を リ ー ダ ー
と し て 体 験
する。 

自組織の役割
と、組織が経
営に貢献でき
る か を 考 え
る。 

Oｆｆ－ＪＴ（業務外研修）で学ぶべきもの 

 基本的な仕事

の進め方やチ

ームワーク等

を体系的に学

ぶ。 

自分の役割認

識や専門性の

拡大等に関連

した内容を学

ぶ。 

論理的な考え

方、リーダー

としての業務

管理手法を学

ぶ。 

意識転換や
組織・経営
の管理手法
習得等を学
ぶ。 

 

     ◇「ライフステージに応じた人材像」は、「長崎県産業人材育成戦略（平成 29 年 3 月に策
定）」で定めたものであり、長崎県ホームページに掲載しています。 

 

 

 

平成 30 年 3 月発行 
【発行者】長崎県産業労働部産業政策課（産業人材育成班） 

住所：長崎市尾上町 3 番 1 号 
電話：095-895-2731（ダイヤルイン） 
E-Mail：jinzai-consortium@pref.nagasaki.lg.jp 

 

高校卒業
後の就職 

参考：ライフステージに応じた人材像のイメージ 

長崎県産業人材育成戦略の策定 検索 
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大学生等インターンシップの手引 
平 成 ２ ６ 年 ４ 月 改 正 版 

 
長崎インターンシップ推進協議会 

 
目  次 

インターンシップの意義と形態 
インターンシップの意義 
インターンシップの形態 

 
インターンシップ導入の手順 
【 企業の場合 】 

  【 大学の場合 】 

 
 

１．インターンシップとは 
インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連し 

た就業体験を行うこと」です。 
人材育成の核となる大学などにおいては、産業界のニーズに応える人材育成の観 
点も踏まえ、創造的人材の育成を目指して教育機能の強化に努めていますが、その 
一環として、産学連携による人材育成のひとつの形態がインターンシップです。 

 
２．インターンシップの意義 
企業にとっての意義 

インターンシップは、大学等とのインターフェイスの拡大、教育カリキュラム
への影響、企業のＰＲや社内の活性化(外部からの刺激)など多くの効果が期待
できます。 

大学にとっての意義 
 ①教育内容や方法の改善と充実 
  大学での教育研究と社会での実地の経験を結びつけることが可能となり、 
大学などにおける教育内容や方法の改善と充実につながります。 

 ②高い職業意識の育成 
学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主体的な職 

業選択や高い職業意識が育成されます。また、就職後の職場への適応力や定 
着率の向上にもつながります。 

 ③自主性や独創性のある人材の育成 
  企業などの現場において就業体験を積み、専門分野における高度な知識や 
技術に触れながら実務能力を高めることは、自主的に考え行動できる人材の育 
成につながります。 

 
３．インターンシップの形態 

インターンシップの形態は、概ね次の３つに類型化されます。 
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 （１）大学における正規の教育課程として位置付け、現場実習などの授業科目と 
   する。 
 （２）大学の授業科目ではないが、学校行事や課外活動など大学における活動の 
   一つとして位置付ける。 
 （３）大学と無関係に企業などが実施するインターンシップのプログラムに学生 
   が個人的に参加する。 
 
 

【 企 業 の 場 合 】  
 
（１）インターンシップ受入の意思決定、受入体制の整備 

企業などがインターンシップを実施する際には、産学連携による産業界が求め
る人材の育成の趣旨を十分に理解した上で、企業の社会的位置づけにも考慮し、
広い見地からの取り組みをお願いしています。これらを認識した上で、組織と
して意思決定を行い、受入体制の整備をします。  
 

（２）受入の決定 
各実施団体から依頼を受けた場合、組織として適否や条件などを検討した後、
受入を承諾し、各実施団体へ回答します。  
○ 受入部署 
・ 受入部署とカリキュラムとの関連 
・ 受入部署における受入のキャパシティ(受入可能な人数、期間) 
・ 指導者の有無、適正  

○ 期間や人数 
受入部署のキャパシティなどを考慮し、受入学生数、時期、期間、研修テ
ーマ、その他の条件について、企業内で検討を行います。  

○ 指導者 
指導者が担う役割は、実務の指導の他、学生のスケジュール管理、学生の
評価など、あらかじめ明確にしておく必要があります。  
 

（３）学生の募集 
受入承諾書の情報を、推進協議会が大学・短期大学に提供し参加学生を募集し
ます。様々な大学・学部からの学生参加が期待されます。 
 

（４）応募者の取りまとめ・マッチング 
学生からの応募は推進協議会が取りまとめてマッチングを行います。マッチン
グが決定したら推進協議会から企業・大学へ結果を通知します。 
（学生の氏名、大学側の連絡窓口等） 
 

（５）企業・大学間での事前協議／事前準備 
各実施団体からマッチング結果を受理した後、各大学等との実習内容の打ち合
わせを行います。 
マッチング通知受理以降の、実施に向けた協議・手続きは、推進団体を通さず
大学のインターンシップ担当者及び学生本人と直接行います（連絡のスピード
化のため） 
 

インターンシップ導入の手順 
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（６）インターンシップの実施 
実際に学生を受け入れ、インターンシップを実施する際には、受入責任者によ
る指導、監督、指導者の対応などが適切に行われることが必要です。 
○ 受入責任者の対応(例) 
・ インターンシップの趣旨や目的と、受入についての組織内への周知 
・ 連絡体制の確保 
・ 指導者への指示 
・ 実施状況の管理 
・ 実施結果の把握 

○ 研修日誌 
学生から毎日提出される研修内容や感想を記入した研修日誌の確認を行い
ます。 
 

○ 事後研修 
研修の最終日に、学生から就業体験の成果や感想などのプレゼンテーショ
ンを行ってもらい、受入関係者と意見交換を行います。 

  
（７）実施報告等 

○研修日誌、指導者による学生の評価に基づき、関係者で学生の総合評価を行
うとともに、学生の意見や感想を踏まえ、インターンシップ実施の効果、問
題点、改善点などについて総合評価し、報告書を各大学等と実施団体に提出
します。 

○インターンシップ成果報告（大学等と受入企業） 
 大学等の担当教員、事務局や受入企業の受入責任者などにより、インターン
シップの実施効果、改善点について評価や意見交換を行い、今後のインター
ンシップの普及、質の向上、円滑な実施に役立てます。 

 
 

【 大 学 の 場 合 】 
（１）教育目的の明確化と意志決定 
  大学がインターンシップを実施する際には、インターンシップの効果を十分 
  に認識した上で、その目的に適した形でのプログラムを組みます。 
 
  ①インターンシップの位置付け 
  ○必修または選択 
 インターンシップを、「必修」とする場合と「選択科目」とする場合の２と 
 おりがありますが、教育上どちらにするかは、各大学や学部などで個々のケー
スに従って判断します。 

  ○単位認定の有無 
 単位についても、各大学や学部などで、個々のケースに従って判断します。 
 

  ②カリキュラムの決定 
  カリキュラムの決定に際し、各大学のシステムにより、意志決定を行いま 
  す。 
 

  ③カリキュラムの決定に当たっての考慮事項 
  インターンシップが、より効果的に魅力あるものとして行われるよう、適 
  切なカリキュラムを組みます。 
  ○実施する学部や学科の選定 
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 インターンシップが必要であるかどうか、また、学生の学習意欲の向上に役 
 立つものであるかどうか、各学部や学科ごとに判断します。 
  ○具体的カリキュラムの決定 
 インターンシップは、学生の学習内容（専門分野）、学生が就職を希望する 
 分野や職種と関連があることが望まれます。 
 また、インターンシップの派遣前に、その趣旨、派遣先の基礎知識等を理解 
 させておくことが必要であり、事後についても、反省会、レポートの提出など、
インターンシップの経験を顧みる機会を設けることが重要です。 

  ○実施時期と期間 
 インターンシップの実施時期については、インターンシップの教育目的、教 
 育課程との関係、企業などの受入可能時期との関係を検討した上で、適切な時
期を選択します。 

  ○受入先の選択 
 学生の専門とする分野、就職を希望する分野などを考慮し、必要な経験を積 
 ませることが可能な受入先を選定します。 

 
(２)学内体制の整備 
  インターンシップの実施にあたっては、受入先と派遣学生の決定、カリキ 
  ュラムの決定、担当教官の任命など、意思決定から実施までの責任ある体制 
の整備が必要です。 

 
(３)受入企業開拓 
 推進協議会が、県内企業に対して受入の検討を依頼します。 
 

（４）受入決定 
 受入可能な企業が、各実施団体に対して、受入承諾書を提出します。 
 

（５）受入企業リスト提出 
    推進協議会から、実施団体の受入企業リストが取りまとめられて各大学・短期

大学へ通知されます。 
 
（６）学生募集 
     学内で受入企業の情報を学生に公開し、インターンシップの説明を行って参

加学生を募集します。学生にエントリーシートを記入させて推進協議会へ提出
します。 

 
（７）マッチング 

推進協議会が、希望学生リストを基に受入企業と調整しマッチングを行います。 
マッチング結果は推進協議会から企業及び大学・短大宛に連絡されます。 

 
（８）事前協議 
    大学等と受入企業間で、実習について打ち合わせを行います。 
 
（９）事前研修 

学生に対し、インターンシップの趣旨、受入先の内容など必要な事項につい 
 て、事前に研修を行います。 
  ○インターンシップの趣旨や目的 
  ○受入企業の概要、受入企業での実務内容 
  ○受入企業の職務規程、守秘義務など 
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  ○研修結果報告の方法（様式、記入方法） 
  ○その他諸条件 
 

（10）インターンシップの実施 
 インターンシップの実施中は、受入企業との連絡体制を確保しておくとともに、 
 必要に応じ、学生の実態の把握に努めることが望まれます。 
 

（11）研修結果報告 
 インターンシップ終了後、学生がどのような就業体験をし、その成果をどう 
 受け止め、その後の学習に活かしてゆくか学生自身に考えさせ、報告書を提出 
させます。 
 

（12）インターンシップの評価（大学等） 
 インターンシップを経験した学生の学業に対する姿勢の変化、考え方の変化 
 をはじめとするインターンシップの効果について、学生の研修結果報告書による
個々の学生の評価や、受入企業の評価などを踏まえ、インターンシップに関す 
る総合的評価を行います。 
 学生からのインターンシップ体験報告会の実施、関係者とのディスカッショ 
 ンも有意義です。 
 

（13）インターンシップ成果報告（大学等と受入企業） 
 大学等の担当教員、事務局や受入企業の受入責任者などにより、インターンシ
ップの実施効果、改善点について評価や意見交換を行い、今後のインターンシッ
プの普及、質の向上、円滑な実施に役立てます。 
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はじめに 

 

  日本の産業構造、労働環境が大きく変化する中で産学連携による人材育成の形態である

インターンシップが注目を集めています。 

 学校教育においては、望ましい職業観・勤労観の育成や専門分野に対する実際的な知

識・技術を体得する上で、高い教育効果を期待できるものです。 

 また、産業界においては、新卒採用の新たなツールとして注目され、就職前に生徒が企

業での就労経験を積む、いわば「お見合い」として、就職前にイメージギャップを解消で

きる効果があるとされています。筆記試験や短時間の面接だけでは分からない人材の能力

や適性を、生徒・企業ともに確かめることができます。 

 長崎県雇用労働政策課では、産業人材の育成につながるインターンシップの促進を支援

します。この手引書はインターンシップが今後ますます促進されることを期待して作成し

たものです。 

 

１．インターンシップとは 

 インターンシップの推進に当たっての基本的考え方（平成９年９月１８日文部省、通商

産業省、労働省合意）では、インターンシップとは「学生が在学中に自らの専攻、将来の

キャリアに関連した就業体験を行うこと」となっています。 

 インターンシップは教育の一環であり、アルバイトとは異なります。 

 

２．インターンシップの目的 

（１）一般的な分類 

①学校での位置づけによる分類 

種 類 内     容 

正規課程型 正規の教育課程に位置づけられ、単位が認定されます。 

学校行事型 
授業科目ではありませんが、学校における活動の一環として位置づけられ

、場合により単位が認定されます。 

個人参加型 企業が学校と無関係に実施するものに、学生が個人的に参加します。 

②学校側から見た目的による分類 

種 類 内      容 

理論実践型 学習効果の向上を目的とし、学校で学んだ理論を実践するために行います。 

意識醸成型 
就職活動前の早い段階で、生徒に職業適性や将来設計について考えさせ、

職業意識を育てることを目的とします。 

就業体験型 
一種の体験講座として、就業を通して企業活動の現場を知ることを目的と

して行います。 
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③企業側から見た実習内容による分類 

種  類 内      容 

企業体験型 

(2～3日) 

企業と産業界の実態を知ってもらうことを目的として、企業の社会的貢献

の立場から、様々な研修・説明・見学を行います。 

現場実習型 

(1～2週間) 

企業の現場を理解し、業務内容を知ってもらうために、現場実務の実習を

行います。 

テーマ研究型 

(1～4週間) 

企業、学校、生徒からの提案により、特定の研究テーマを設定して行いま

す。 

 

（２）離島高校生等のインターンシップ 

項   目 内        容 

目    的 

離島・半島高校生が県内(本土)企業での就業体験を通じて、産業現場にお

ける知識・技術を身に付けるとともに、県の産業・企業等への関心・理解

を深め、県内企業への愛着と発展への創造的意欲を持つ若者の育成を図り

ます。 

実 施 形 態 授業科目ではありませんが、学校における活動の一環として位置付けます。 

実 施 時 期 
原則夏休み期間（７月下旬～８月下旬）を中心に、受入企業の都合を優先

して個々に設定します。 

実 施 期 間 インターンシップの目的に合わせて、受入企業ごとに個々に設定します。 

受入の要件 

原則として、離島・半島高校生全員を対象とします。また、基本的に学科

・学年・履修科目・資格取得の状況等は問わないようにしますが、受入の

際の要件として是非必要なことがあれば受入企業は提示することができ

ます。 

           

３．インターンシップのメリット 

（１）企業にとってのメリット 

①企業ＰＲ 

生徒、学校および社会に自社をアピールする良い機会となり、企業イメージの向上

につながります。将来的な人材確保の面でも効果が期待できます。 

②生徒・学校との交流・連携 

生徒、学校との連携が深まり、情報交流が円滑になります。 

③職場の活性化 

生徒と接することで職員に刺激が与えられ、職場の活性化になります。また、生徒

に指導することが、職員自身の研修にもなります。 
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（２）学校にとってのメリット 

①社会的評価の向上 

生徒が就業体験によって実践的な知識に触れ、専門能力、実務能力を向上させ  

ることによって、学校の人材育成に対する評価が高まります。 

②企業との交流・連携 

企業との連携が深まり、交流を進めるなかで、業界の最新情報や人材に対するニー

ズを知る機会が得られます。 

③学習意欲・就業意識の向上 

生徒がインターンシップによって学習意欲を喚起し、また、職業選択や適性に  

ついて考える機会を得ることによって、就職後の職場への適応力や定着率を高め  

ることができます。 

 

（３）生徒にとってのメリット 

①職業選択意識の向上 

実際の仕事や職場の状況を知り、自己の適性や将来の生活設計など、職業選択  

について深く考える良い機会になります。 

②学習意欲の向上 

実際の現場に触れることで、実務能力や社会的知識に対する学習意欲が刺激さ  

れます。 

③社会適応能力の向上 

事前に職場や社会ルールを知ることによって、就職後の適応能力を高めること  

ができます。 

 

４．インターンシップの準備 

インターンシップを円滑に進めるために、必要な準備はおおむね次のとおりです。 

（１）企業側の準備 

① インターンシップが教育の一環であり、産学連携による人材育成の観点から推進す

るものであるとの基本認識を踏まえた上で、インターンシップの目的を明確にし、 

大体の実施イメージを考えておきます。 

 （事例） 

・地域貢献の一環として、会社説明と工場見学が主体の短期間のインターンシッ  

プを実施しよう。 

・将来的に若い人材の採用も考えているので、１週間は実際の作業をしっかりさ  

せるインターンシップにしよう。 

② ①の目的から、受入部署としてどこが適当か、その部署でどんな実習が可能かを把

握しておきます。 

③ 生徒の受入にあたり、学科・学年・履修科目等、何を要件とするのか明確にしてお

きます。 

④ 学校・事務局との窓口となる部署を決めておきます。 

⑤ 受入部署を決め、受入態勢の整備、社内コンセンサスづくりを行います。 

⑥ 受入部署の意見を踏まえての実施時期や実習内容、実習カリキュラムを考えておき
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ます。 

⑦ 実習に必要な携行品（安全靴等）の準備について考え方を明確にしておきます。 

⑧ 実習に必要な携行品・事前学習・実習カリキュラムについて学校と打ち合わせます。 

⑨ 学生から誓約書を受け取ります。 

⑩ 学校と覚書を取り交わします。 

 

（２）学校側の準備 

① どのような効果を狙ってインターンシップを行うのか、目的意識を明確にします。 

② 単位として認定するかどうか、学校教育上の取扱いを決めておきます。 

③ 事務局が提示するインターンシップ受入可能企業の情報を生徒に紹介します。 

④ インターンシップへの参加を生徒に呼びかけ、参加申込を集めます。 

⑤ インターンシップに参加する生徒の保護者から、インターンシップ参加の承諾をと 

ります。 

⑥ 企業の負担を考慮しながら、カリキュラム内容について、生徒に何を学ばせたいか 

学校からの要望と、生徒は何を学びたいのかの希望を把握します。 

⑦ インターンシップ中の緊急時の対応や連絡先を決めておきます。 

⑧ 実習に必要な携行品・事前学習・実習カリキュラムについて受入企業と打合わせま

す。 

⑨ インターンシップに派遣する生徒を保険に加入させます。  

⑩ 生徒に誓約書を準備させます。 

⑪ 受入企業と覚書を取り交わします。 

⑫ 実習前に必要な事前学習を生徒に実施します。 

 

（３）生徒側の準備 

① どのような目的でインターンシップに参加するのか、何を学びたいか目的を明確に

します。 

② 受入業界、企業の情報を収集し、状況を把握しておきます。 

③ 受入企業あて誓約書を作成します。 

④ 受入企業までの通勤経路を把握しておきます。 
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５．インターンシップの実施 

 インターンシップ実施の流れは、おおむね次のようになります。 

（１）受入の承諾、参加申込 

① 企業は、「インターンシップ受入調査書」（様式１）に必要事項を記載し、県（委

託事業先）に送付します。 

② 事務局（委託事業先）は、受入可能企業の情報をとりまとめ、学校側に提示します。 

③ 学校は、受入可能企業の情報を学生に紹介し、要件を満たす生徒にインターンシッ

プの参加を促します。 

④ 学校は、参加を希望する生徒に「インターンシップ参加申込書」（様式３）を記入

させ、取りまとめたうえ、「インターンシップ参加申込集計表」（様式２）を鑑と

して事務局（委託事業先）に送付します。 

⑤ 事務局（委託事業先）は、生徒の参加希望のあった企業に対して、受入の可否を打

診します。 

⑥ 企業は受入の可否を決定し、事務局（委託事業先）に連絡します。  

⑦ 事務局（委託事業先）は受入決定の結果を学校に通知します。 

⑧ 学校は受入決定の結果を生徒に伝えます。 

 

（２）実施の確認、誓約書、覚書 

① 企業と学校は、実習の目的、テーマ、実習カリキュラム、日程、携行品について打

合せます。 

② 学校は、生徒に「誓約書」（様式 4）を準備させます。 

③ 企業と学校は、「インターンシップに関する覚書」（様式 5）を作成します。 

 

（３）インターンシップの実施、留意点 

① 学校は、派遣する生徒に対して、受入企業の情報や打合せ事項などを事前に知らせ

ておく必要があります。 

② 学校は、生徒に事前の安全教育等を徹底します。 

③ 企業は、インターンシップ初日に生徒に安全教育等を実施します。 

④ 生徒は、インターンシップの目的を十分に理解し実習に専念するとともに、通勤中

及び実習中の安全に心がけます。 

 

（４）終了後のフォロー 

① 事務局は、企業と生徒に対してインターンシップ終了後アンケート調査を行い、結

果を取りまとめた上、企業と学校へ送付します。 

② 学校は、インターンシップに参加した生徒を一同に集めて報告会を開き、情報を交

換することによって問題意識を共有する機会を作ることも効果的です。 

③ 企業の担当者と学校の担当者が意見を交換し、今後の課題を確認し合う機会を持つ

ことは大変有意義です。こうした情報交換の場が企業と学校のコミュニケーション

を強化し、相互利益につながります。 
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平成 30 年 3 月長崎県産業労働部産業政策課 

従業員意識調査（例） 
 

１．従業員意識調査の趣旨 

 

 
 

※１．人事制度を見直す場合などに、その前後で調査を実施すると、見直し効果が測定できます。 

※２．調査内容を従業員と共有して、改善方針の合意を得ることで効果が高まります。 

 

２．従業員意識調査の実施方法 

 

 

 

３．従業員意識調査の例 

調査項目・設問・アンケート選択肢の一例をご紹介します。 

この例を参考に、自社で聴きたい内容に置き換えてからの活用をご検討ください。 
 

◆一般従業員向けの項目と設問の例 

項目例 設問例 

経営理念・ビジ

ョン 

当社の理念やビジョンは素晴らしい 

経営者が理念やビジョンを達成するために一生懸命努力している 

人事制度・育成 

自分の仕事に対する適正な給与を得ている 

休日や労働時間が適正である 

自分（及び家族）のニーズを満たす福利厚生がある 

研修（社外含む）、適切な指導などの教育機会が充分に提供されている 

自分の仕事や成果が適正かつ公平に評価されている 

仕事 

今の仕事に対して意義や価値を感じることができている 

自分の仕事が会社に貢献している 

今の仕事で自分の能力が発揮できている 

今の仕事を通して自分が成長できていると感じている 

上司のマネジメ

ント 

上司が自分を信頼してくれている 

上司が部署や担当の目標を明確に示している 

上司が充分にリーダーシップを発揮している 

上司が良い仕事に対して感謝を示してくれる 

職場 
部署のスタッフが、目的を達成するためにお互いに協力し合っている 

同僚が良い仕事に対して賞賛を示してくれる 

会社の成長性 
お客様が当社の商品・サービス・製品に満足している 

会社の業績や成長性に満足している 

現在の心境 
当社で働いていることを誇りに思う 

出社することが楽しい 
 

◆アンケート選択肢の例 
 

 

会社が従業員の気
持ちや考えを正確
に把握（※１） 

会社の人事制度
や育成の方針な
どに反映（※2） 

従業員の満足度
や会社に対する
信頼感が向上 

①従業員のやる気向上  
②人材の採用や定着が

促進 

実 施 方 法 従業員へのアンケート 従 業 員 と の 面 談 など 

１．本当にそう思う ２．ある程度そう思う ３．あまりそう思わない ４．全くそう思わない 
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